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（関東運輸局集計）［令和４年３月末現在］

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

情　　報

（関東運輸局集計）［令和４年３月末現在］

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について
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様式３－①

（３）違反点数２０点超事業者の概要

運輸支局等
累積違
反点数

事業者名及び所在地 主な違反行為（違反条項）及び処分年月日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について（関東運輸局集計）

［令和４年３月末現在］

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他２件

〔令和元年6月18日〕

【衣笠営業所】

神奈川 京浜急行バス株式会社（神奈川県横浜市） 22 【羽田営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）

〔令和元年11月12日〕

【新子安営業所】

【逗子営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他３件

〔令和元年12月3日〕

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他１件

〔令和元年12月10日〕
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【羽田営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他２件

〔令和2年12月15日〕
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様式３－②

（３）違反点数２０点超事業者の概要

運輸支局等
累積違
反点数

東京 39 【本社営業所】

営業区域外旅客運送(道路運送法第２０条)他９件

〔令和2年9月8日〕

東京 23 【足立営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１０件

〔令和2年10月27日〕

東京 23 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他７件

〔令和3年3月23日〕

東京 34 【本社営業所】

営業区域外旅客運送違反(道路運送法第２０条)他１１件

〔令和4年1月12日〕

株式会社オン・タイム（東京都港区）

株式会社東京マリンサービス（東京都江東
区）

株式会社ブルースカイ（東京都板橋区）

株式会社テイ商事（東京都千代田区）

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について（関東運輸局集計）

［令和４年３月末現在］

事業者名及び所在地 主な違反行為（違反条項）及び処分年月日
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神奈川 48 【本社営業所】

営業区域外旅客運送（道路運送法第２０条）他１０件

〔令和元年9月18日〕

【本社営業所】

点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条）他８件

〔令和3年3月23日〕

埼玉 27 【東京営業所】

点呼の実施等義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条)他８件

〔令和元年6月25日〕

【東京営業所】

点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条)他３件

〔令和2年12月8日〕

群馬 31 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）他８件

〔令和元年11月19日〕

【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）他２件

〔令和3年9月14日〕

平井交通有限会社（群馬県伊勢崎市）

株式会社セイフティ（埼玉県川口市）

バルクレンタカーアンドセールス株式会社（神
奈川県川崎市）
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群馬 34 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）他１０件

〔令和元年11月6日〕

【本社営業所】

運行記録計による記録保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１項）他２件

〔令和3年9月28日〕

【東京営業所】

運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の９第１項）

〔令和4年1月25日〕

茨城 24 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他７件

〔令和2年8月25日〕

茨城 40 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和2年12月15日〕

茨城 67 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１８件

〔令和3年6月1日〕

株式会社すずらん観光バス（茨城県水戸市）

有限会社あやめ交通（茨城県潮来市）

有限会社さつき観光（茨城県笠間市）

群馬セイワ観光株式会社（群馬県高崎市）
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栃木 29 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和2年9月8日〕

栃木 30 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他９件

〔令和3年1月8日〕

栃木 38 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１１件

〔令和2年1月15日〕

【本社営業所】

運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項)

〔令和3年1月26日〕

山梨 47 【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１６件

〔令和2年8月18日〕

東富士観光自動車株式会社（山梨県南都留
郡忍野村）

有限会社静和観光バス（栃木県栃木市）

株式会社藤観光バス（栃木県芳賀郡芳賀町）

株式会社秀和観光（栃木県宇都宮市）
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

0点

令和4年4月19日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　茨城運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和4年4月19日

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社北浦商運（法人番号：3050001033891）　代表者　石間　克彦

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

茨城県行方市小貫2668-1

茨城県行方市玉造甲6487-11

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数
が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項

（６）違反行為の概要

　令和4年3月9日、定期的な監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第1項)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（栃木営業所）

4点

4点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数
が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項

（６）違反行為の概要

　令和4年1月13日及び令和4年2月25日、区域拡大を行ったこ
とを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 城西観光株式会社（法人番号：4050001032835）　代表者　稲葉　重雄

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

茨城県結城市武井585-2　

栃木県小山市大字東野田宇宮山2151-5

（４）行政処分等の内容
処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に
対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

令和4年4月19日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　栃木運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和4年4月19日
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関東運輸局自動車運送事業安全監理室

（１）行政処分の年月日

（５）主な違反事項

３９点

６６点

（６）違反行為の概要

　死亡事故があった旨の公安委員会からの通知及び行政処分
を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒とし
て、令和３年１月２０日、同年３月５日及び同年１２月３日
監査を実施。１３件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示及び告示なお書き遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項）
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）
（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）
（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）
（６）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）
（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）
（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）
（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1項）
（１０）整備管理者の変更届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）
（１１）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第
18条第1項）
（１２）運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第19条）
（１３）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

疾病のおそれのある乗務（貨貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第６項）

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

令和4年4月21日

（２）事業者の氏名又は名
称及び主たる事務所の位置

山梨高尾貨物　株式会社

代表者名　生沼　芳清

山梨県甲斐市万才７４１－１

（３）当該行政処分等に係
る営業所の名称及び位置

本社営業所

山梨県甲斐市万才７４１－１

（４）行政処分等の内容
事業の全部停止処分７日間及び輸送施設の使用停止処分２５
７日車
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